
 

別紙第１ 

 

装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等 

 

１ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及

び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中

の者でないこと。 

２ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おう

とする者でないこと。 

３ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にや

むを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 

４ 第２号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに

該当する場合をいう。 

 (1) 資本関係がある場合 

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて子会社

の一方が会社更正法（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定する更正会

社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社であ

る場合を除く。 

ア 親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をい

う。以下同じ。）と子会社の関係にある場合。 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

 (2) 人的関係がある場合 

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生

手続存続中の会社である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理

事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同

じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 

ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある

一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺

するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認

められる場合。 



 

 

別紙第２ 

沼田分屯地における給食業務部外委託競争入札実施要項 

 

１ 趣 旨 

本要項は、陸上自衛隊沼田分屯地における給食業務部外委託（以下「本委託業務と

いう。）に係る競争入札に必要な手続き等について定め、競争入札の透明性及び公正

性を確保するとともに、契約の適正な履行に資することを目的として定めるものであ

る。 

 

２ 本委託業務の内容 

仕様書による。 

 

３ 契約期間 

令和４年４月１日（本予算成立後）から令和５年３月３１日まで 

 

４ 入札参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

条中の特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和１・２・３年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の

提供等」で北海道地域の資格を有する者あって、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、又は

「Ｄ」等級に格付けされた者。 

   防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を申請中の場合は、申請中の旨を入札時

に証明できる者であること。 

(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装

備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて

いる期間中の者でないこと。 

(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を

行おうとする者でないこと。 

(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、直近１年間において保険

料等の滞納がないこと。 

(7) 第２項に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始まで

に整えることができることを証明できる者であること。 



５ 入札及び契約締結に係る業務予定 

本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和３年度予算が

成立することを条件とする。 

(1)  仕様書の配布                              

令和３年度１２月２２日（水）以降、次の場所において配布する。 

ア 陸上自衛隊沼田分屯地会計科事務室 

イ 陸上自衛隊北海道補給処ホームページ 

(2)  入札（現場）説明会 

一同に会しての説明会は実施しない。ただし、現場確認を希望するものは事前に

会計科入札担当者（東海林）に調整すること 

（令和４年１月１１日（火）～２１日（金）の間で実施可能） 

(3) 入札関係書類提出 

ア 入札時の提出書類 

(ｱ) 資格審査結果通知書 

令和１・２・３年度の競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結

果通知書の写し 

(ｲ) 労働保険、厚生年金保険等の納入証明書 

   イ 事前提出書類 

(ｱ) 業務提案書 

仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げ

る事項を具体的に記載すること。 

a 実施態勢 

(a) 業務従事者の配置 

(b) 管理態勢及び連絡態勢 

(c) 従業員の教育研修態勢 

b 食品衛生管理 

(a) 衛生管理態勢 

(b) 衛生事故への対応 

c 過去の５年における同種契約における履行状況 

(a)  不履行内容（減額されたものも含む。） 

(b)  不履行内容の改善状況及び再発防止施策 

 

d  見積価格 

  本役務の積算に必要な見積書（下記の内訳経費を含ませる。）を提出する 

こと。 

(a)  人件費 

 月額又は時給×時間＋各種手当て（事業者規定） 

(b)  各種社会保険、労働保険 



(c)  菌検索及び消耗品等の諸雑費 

(d)  事業者一般管理費（通信費、交通費等） 

(e)  事業者諸経費（利益含む） 

(f)  その他必要経費等 

   (ｲ)  労働保険、厚生年金保険等の納入証明書の写し 

ウ 提出期限 

令和４年１月１８日（火）１７時 

エ 提出方法 

陸上自衛隊沼田分屯地（会計科）に持参又は郵送すること。 

(4) 入札関係書類の確認 

第４項に掲げる入札参加資格を確認し、１項目でも要件を満たしていない場合に

は不合格とする。なお、確認に際しては入札参加希望者に対してヒアリングを行う

ことがある。 

(5) 入札参加資格に係る確認結果の通知 

令和４年１月２１日（金）までに電話又はＦＡＸにて通知する。 

(6) 入札・開札 

ア 時 期   令和４年１月２５日（火） １４時００分 

イ 場 所   陸上自衛隊沼田分屯地本部庁舎２階会議室 

ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する

金額を差し引いた金額を記載する。 

エ 郵便による入札の場合は令和４年１月２５日（火）１２時必着とし、郵便によ

る応札である旨を必ず電話連絡すること。 

(7) 落札者の決定 

ア 本要項第４項に規定する入札参加資格をすべて満たした者のうち、予定価格の

制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、当該応

札価格が予算決算及び会計令（昭和２４年勅令第１６５号）第８５条の規定によ

り契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を

下回った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべて

の応札者は官側が行う調査に協力するものとする。 

イ 当初の入札において落札者となるべき者がなかった場合は、直ちに再度入札を

実施する。 

ただし、郵便入札があった場合は、陸上自衛隊沼田分屯地において契約担当官が

指定する日時に再度入札を実施する。 

(8) 業務の引継ぎ 

落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることがで

きる。 

(9) 契約書の作成（契約締結） 



ア 全 般 

  落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に

提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。 

イ 落札者の提出 

(ｱ)  提出期限                                                             

落札決定の翌日から起算して７日以内（行政機関の休日に関する法律（昭 

 和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定する行政機関の休日を含まな 

い。）とする。ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延 

長することができる。 

(ｲ) 提出方法 

   陸上自衛隊沼田分屯地会計科に持参又は郵送すること。 

ウ 契約書の作成（契約締結）時期 

 令和４年４月１日 

エ 様 式 

陸上自衛隊標準契約書 

オ 付帯する特約条項 

(ｱ) 部分払に関する特約条項 

(ｲ) 談合等の不正行為に関する特約条項 

(ｳ) 暴力団排除に関する特約条項 

 

６ 経費負担区分 

役務の履行に伴う電気、ガス、水道等の使用料及び維持管理費用は官側負担とす

る。ただし、受託者の故意又は過失により施設、設備等に損害を与えた場合は、官

側の指示に基づき受託者の費用負担において修復等を行う。 

 

７ 受託者の費用負担 

第６項において官側負担とした費用を除き、作業従事者の被服、清掃用具、洗剤、

事務用品、各種検査等の本委託業務に必要なすべての経費は受託者負担とする。 

 

８ 委託費の支払い方法 

(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査によ

り本委託業務が適性に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受

領した日から３０日以内に支払う。 

(2) 官側は、第２項に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購

入するものである。ただし、次項第２号に規定する「委託費の減額」に該当する場

合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第３号に規定する「違約金」に

該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。 

 



９ 委託費の減額等 

(1) 本委託業務に係る改善指示 

官側は、受託者の責めに帰すべき事由により第２項に定める役務履行に必要な態

勢が満足されない、又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した

場合は、現場責任者に対して口頭により改善指示するほか、再三にわたる指示に従

わない場合は受託者に対して文書により勧告することができる。 

受託者は、官側から文書による勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善

計画を提出し、１週間以内に改善を図らなければならない。官側は、改善が図られ

ない場合、契約を解除することができる。ただし、受託者が、改善期間の延長を官

側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。 

なお、文書による勧告をした場合においては、「装備品等及び役務の調達に係る

指名停止措置等の要領について（通達）陸幕会第１１４７号（２７．１２．２）」

第４項（指名停止に至らない場合の警告等）に基づく通知等を行うものとする。  

(2) 委託費の減額 

受託者の責めに帰すべき事由により下表の「減額の対象となる事案」が発生した

場合は、区分に応じて発生１回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託

費から減じる。 

 

(3) 違約金 

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」

が発生した場合は、区分に応じて発生１回につき「違約金の算定方法」により得ら

れた額を違約金とし、官側が指定する方法により支払わなければならない。 

減額の対象となる事案 減額の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（ただし、次に

掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行

しない場合を含む。） 

不履行部分の期間割合×契

約金額 

食事提供の遅延（遅延することが明白で、現場

責任者の同意を得て官側が支援した場合を含

む。） 

0.5％×1か月分の委託費 

調理する食数誤り（喫食者に対する配食ができ

なかった場合に限る。） 

0.5％×1か月分の委託費 

 



   ※割合は契約担当官等が設定する。 

(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償 

受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前２号に掲げる以外の損害を官側

に与えた場合、並びに前２号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場

合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。 

 

１０ 本委託業務の引継ぎ 

受託者は、令和４年４月１日以降の本委託業務受託予定者から業務内容の引継ぎ

に関する申し出があった場合は、当該引継ぎが令和５年３月３１日までに完了する

よう協力しなければならない。 

 

１１ 契約内容の変更 

官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合

には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。 

違約金の対象となる事案 違約金の算定方法 

全部又は一部の委託業務不履行（食中毒等の発

生により履行しなかった場合を除く。） 

２０％×前号の減額分 

食中毒の発生（食事への異物混入含む） １％×１か月分の委託費 

文書による勧告があったにもかかわらず改善計

画を提出しない又は改善計画が遵守されない場

合 

１０％×１か月分の委託費 

官側に提出する書類等への虚偽記載 １０％×1か月分の委託費 


